


令和８年度ＥＶ充電設備啓発事業に係る業務受託候補者選定要項

（目的）
第１条　この要項は、令和８年度ＥＶ充電設備啓発事業の委託にあたり、当該業務の品質を確保するとともに、事業の目的及び内容を効果的に実現するため、当該業務の受託者として最も適した候補者（以下「受託候補者」という。）の選定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（適用）
第２条　この要項は、本業務が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当する場合のうち、京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン２（４）に定める「契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために、主として価格以外の要素（契約の目的物の性能、技術その他の履行の内容、又は履行方法等）における競争（コンペ、プロポーザル）によって契約の相手方を選定する必要があるもの」の場合に適用する。

（選定委員会）
第３条　受託候補者の選定に関する審議を行うために、令和８年度ＥＶ充電設備啓発事業受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置く。
２　選定委員会は、別表に掲げる者で構成する。
３　選定委員会には、選定委員長を置き、環境政策局地球温暖化対策室長が務める。
４　選定委員長は、選定委員会を代表し、会務を掌理する。
５　選定委員会は、非公開とする。ただし、選定委員の過半数が公開を認めた場合は、この限りではない。なお、同数の場合は、選定委員長が定める。
６　選定委員会の庶務は、環境政策局地球温暖化対策室において行う。
７　この要項に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、選定委員会において定めるものとする。
８　受託希望者から提出された「令和８年度ＥＶ充電設備啓発事業に係る業務受託提案書」（以下「受託提案書」という。）について、その内容の確認及び補足説明を受けることを目的として、選定委員会は受託希望者からヒアリングを行うことができる。なお、当該ヒアリング開催の有無は、選定委員長が決定するものとする。

（受託候補者の選定方法）
第４条　選定委員会では、受託提案書の項目ごとに、別に定める令和８年度ＥＶ充電設備啓発事業に係る業務受託候補者選定における評価基準（以下「評価基準」という。）により評価し、各選定委員が採点した総合計点が、本市が設定した最低基準（選定委員３名の総合計３１５点のうち１８９点）を上回った者のうち、最大となる者を受託候補者として選定する。
ただし、受託希望者が１者の場合にあっては、最低基準を上回ることを条件とし、本業務委託を受託するに当たり、適切に業務を遂行できるか否かを総合的に判断し、受託候補者を選定する。
２　前項の規定により評価した結果、評価点の総合計が最大となる者が２者以上となった場合は、見積金額が最も低い者を選定することとし、見積金額も同額である場合は、くじ引きにより受託候補者を選定する。
３　本市は、選定委員会の選定結果に基づき、受託候補者を決定する。
４　第１項及び第２項の規定により受託候補者に決定した１者の受託希望者に対して、受託候補者として選定された旨を選定された日から５営業日以内に文書により通知する。
また、受託希望者のうち、受託候補者に選定されなかった者に対して選定されなかった理由を付して、受託候補者が選定された日から５営業日以内に文書により通知する。

（選定委員会の公開）
第５条　選定委員会における議事及び協議内容については非公開とする。
２　評価基準については、京都市環境政策局地球温暖化対策室ホームページ上において公表する。

（その他）
第６条　この要項において別に定めることとされている事項及びこの要項の実施に関し必要な事項は、環境政策局地球温暖化対策室長が定める。

附則
（施行期日）
この要項は、令和８年４月１日から施行する。
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